
|市L:bl原告 Xは，昭和 56年頃以降，訴外A
l事実 iiナイ"-1 の内縁の妻であったが， Aは，訴外 B

との間の子である参加入 21及び22(以下，一括し

て rzらjという)について，昭和 57年7月23日

に認知の届出をしていた。 Aは，平成3年 6月当

時，被告Y信用農協組合連合会に対して A名義

の本件各貯金債権を有していたが，平成 4年 l月

22自に死亡し， 2らが棺続人となった。

Xは，平成4年4月 19日， Y及びZらとの間

で本件各貯金債権がXに帰属することの確認を求

めると共に， Yに対してその元利金の支払を求め，

本件訴訟を提起した。他方， 2らは， Yに対し，

平成 5年 6月 15日付で，本件各貯金債権の払戻

請求をした。これらに対し， Yは，平成 6年6月

21日，本件各貯金債権の僕権者を確知することが

できないとして，その元金の合計であると主張す

る合計 1億 8212万9764円を，弁済のために法務

局に供託した(以下， r本件弁済供託Jという)。

Zらは，平成 6年 7丹 11日，本件各貯金債権

は間人らが棺続したものであるとして，本件訴訟

につき当事者参加の申立てをし， X及びYとの関

で本件各貯金僚権が Zらに帰璃することの確認を

求めるとともに， Yに対し，その元金並びに各貯

金債権預入の日から平成 5年 6月 15日までにおけ

る各貯金債権所定の割合(年5.5%ないし年 6.6

%)による利息及び向月 16Bから支払済までにお

ける年 5分の割合による遅延損害金の支払を求め

た。

第 1審である千葉地裁平成 8年 4月26日判決

(判例集未登載〔平成4年間618号等))，及び，原審

である東京高裁平成 8年11月27日判決(判例集未登

載〔平成8年(ネ12491号等))は，概要以下のように

認定判断した。

第 1に， Aが本件各貯金債権を Xに贈与ないし

死因贈与したと認めるに足りる証拠はなく， Xと

Zらとの間において，本件各貯金債権を Xに帰属

させる旨合意したとは認められない。したがって，

Xの請求はいずれも棄却されるべきであり， 2ら

とX及びYとの関で，本件弁済供託に係る本件各

貯金債権がZらに帰属することを確認する。しか

しながら第 2に，本件訴訟の内容及び経過に照ら

すと， Yとしては直ちに本件各貯金債権がZらに

帰属すると判定することはできず，結局， Yは，

過失なくして憤権者を確知することができなかっ

たと解するのが椙当であり，本件弁済供託は民法

494条後段の要件に欠けるところはない。したがっ

て，第3に， Yは， 2らが平成 5年 6月 15Bにし

た本件各貯金壌権の払戻請求によって履行遅滞の

糞を負うものでない。そして，第4に，本件各貯
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金債権の元本債権及び各貯金債権所定の利息債権

は，本件弁済供託によって全て消滅した。以上に

より， 2らの Yに対する金員支払請求は，棄却さ

れるべきである。

これに対して， X及びZらがそれぞれ上告した。

本判決は，このうち ZらのYに対する本件各貯金

債権の払戻請求に関する部分について応えたもの

である。

直E破棄差戻o

f本件においては，本件各貯金債権の債権者であ

るZらが平成 5年 6月 15日付けで右債権の払戻し

酒事判例研究平成 11年度 37

帰属先に争いのある
預金債権に関する金融
機関の履行遅滞責任
筑波大学助教授

星野由ー-r .5:i!. 東京大学商法研究会

最高裁平成 11年B月 15日第三小法廷判決
(平成9糊 第6闘，第6問，拝師艶子対千葉県信用

農業協同組合連合会ほか1名，預金返還等請求及び当事

者参加¥

事件 / 

金融・商事判例 1084号 38頁

〔参照条文〕 民法 419条・ 494条

を誇求した当時(ただし，記録上， RJ請求の意思

表示がYに到達した時期は明らかではない。)，既

に，本件各貯金債権の名義人の内縁の妻である X

から， Y及びZらに対して本件訴訟が提起され，

本件各貯金債権の帰属が争われていたのであるか

ら， Yとしては，過失なくいずれの者が真の債権

者であるかを確知することができなかったとして

も，少なくともその時点で既に弁済供託をするこ

とができたはずでトある。したがって，その時点で

弁済供託をしておけば履行遅滞の責めを免れたこ

とは論をまたない。しかしながら， Yにおいて，

そのとき直ちに弁済供託をすることなく，ただZら

の払戻請求を拒絶していたとするならば， Yとし

ては，右払戻請求について麗行遅滞の責めを免れ

ず，右払戻請求を受けた日の翌日から本件弁済供

託をした日までの期間，本件各貯金債権につき遅

延損害金の支払義務が発生するというべきである。j
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金融機関が預金の支払を留保していたことに対し，

当該死国贈与に係る債権譲渡通知が金融機関に到

達した翌日から年6分の遅延損害金を支払うべき

旨を判示している。又，和歌山地裁平成 9年 5月

26日判決(金商 1049号 23頁)は，夫婦問で事業

用資産にかかる預金の帰属が争われた事案につき，

預金者側の事情により債権者が不明確となる状況

が生じた以上，遅延損害金の請求は権利濫用に当

たる，としてこれを否定したが，控訴審である大

阪高裁平成 10年 2月13日判決(金商 1049号 19

頁)は，預金の払戻請求に際して預金証書等の提

示がなくても，金融機関が預金者を確知するため

に必要最小限の相当期間を経過した後は，金融機

関による預金払戻の不履行は違法であり，その時

期は遅くとも訴状送達の翌日である，として，訴

状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を命じ

ている。さらに，広島地裁平成 9年 10月29日判

決(判タ 971号 165頁)，及びその控訴審である広島

高裁平成 10年7月 16日判決(金商 1049号 27頁)

は，共同相続人の 1人が法定棺続分を超えて相続

財産である預金の払戻を請求した場合につき，金

融機関による預金者の確知に払戻請求者が積極的

に協力しなかったという事情がある場合には，金

融機関が利害関係者の意思確認を行う期間預金の

払戻を留保することは債務不履行にも不法行為に

も当たらない， として，遅延損害金の請求を棄却

している。他方で，大阪地裁平成4年3月26日判

決(判タ 813号 243頁)は、元夫婦問で預余の帰属

につき訴訟があるだけで，双方が共に自己が預金

者だと主張しているわりではない状態では，債権

者不確知を理由とする供託は有効とならない，と

判示している。

以上のことからすると，従来の裁判例では，次

の2つの判断基準が概ね確立しているものと考え

られる。第 1に，預金の帰属先に争いがある場合

については，金融機関は債権者を確知するために

必要な一定の期間，預金の払戻を留保することが

できる。但し，その「一定の期間jの具体的な長

さは，事案によって区々である。第 2に，債権者

と称する者が複数競合しない限り，債権者不確知

による弁済供託は有効とならず，金融機関は債権

者を確知するための調査を行わなければならない。

他方，債権者が複数競合した場合には，弁済供託

の要件が充たされる以上，直ちに供託をしなけれ

ば金融機関は遅延損害金の支払を免れない。

これに対して，学説では，民法 494条後段でい

う「債権者が不確知」であることの具体的な内容

については，かなり詳細な議論が裁判例に却して

なされているものの(甲斐道太郎・注釈民法(12)292-

匡記
I 本件は，預金債権の帰属先に争いがある場

合に，金融機関が履行遅滞の責を免れるため供託

を行うべき時期について，具体的な判示をした裁

判例である。民法 419条は，金銭の支払が遅延し

た場合につき，債務者の帰資事由の有無を関わず，

少なくとも法定利率による遅延損害金の支払をな

すべき旨を規定している。このため，市中金利が

法定利率と比べて著しく低くなり，法定利率によ

る遅延損害金の負担が実質的に重くなっている昨

今では，金融機関がどの段階で履行遅滞を免れる

ため弁済供託をなすべきかが，実務上極めて重要

な問題となりつつある。本判決は，この点に関す

る事例的意義を有するものであり，今後の実務に

相当の影響を与えるものと思われる。

以下では，まず，従来の裁判例や学説を概観し，

預金の帰属先に争いがある場合における，預金の

払戻の留保や弁済供託の有効性に関する議論につ

いて検討を加える (II)。そのうえで，本判決の論

理構造の特徴と本判決の結論の妥当性とについて

考えてみる(田)。

11 預金の帰属先につき争いがある場合に，金

融機関が預金の払戻を留保したり弁済供託をした

りすることは，実務上しばしば行われる。しかし

ながら，払戻の留保が金融機関の債務不履行とな

るか否か，あるいは，弁済供託をどの時期になす

べきか，という議論は，裁判例でも学説でもあま

りなされてきていない。

この背景事情としては，次の 2つのことが挙げ

られる。第 1に，前述のとおり，最近に到るまで

預金債権の金利が法定利率を大幅に下回ることが

なく，かつ，金融機関の行う資産運用の結果が一

定の水準を維持していたため，法定利率による遅

延損害金の支払が，金融機関にとってそれ程大き

な打撃とはならなかったことが重要である。これ

に加えて第 2に，預金を払い戻した相手方が後に

預金者でなかったと判断された場合についても，

かかる払戻に対して債権の準占有者に対する弁済

としての有効性が判例上かなり広範に認められる

傾向があったため(最判昭和 41・10・4民集 20巻 8

号 1565頁ほか多数)，預金の帰属先が不明確である

こと自体を，金融機関が問題として特に重要視し

てこなかったことも与っている。

したがって，この問題に関する裁判例は，最近

になって発生した事案が中心となっている。例え

ば，東京地裁平成 6年 5月16日判決(金高 971号

31頁)は，預金の名義人から払戻請求者に対する

死因贈与が行われたことの裁判上の認定を求めて

判旨に概ね賛成。
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持している者は，その間に事実上何らかの利益を

享受していると考えることが妥当である。したが

って，預金の払戻の時期や弁済供託をなすべき持

期を，金融機関の一方的な判断に委ねることは，

金融機関に不相当の利益を享受させることになる

から，かかる時期については客観的に確定する必

要があると考えられる。このような理由からすれ

ば，本判決の結論は，少なくとも現行法の解釈と

しては，基本的に妥当であると思われる O

もっとも，本判決を含む従来の裁判例の考え方

の下で，全く問題が生じないわけではない。すな

わち，債権者と称する者が 1名である場合に債権

の帰属先が判明しなかったときは，弁済供託の要

件が充たされないため，金融機関は債権者確知の

ための調査をすることが必要となる。この調査の

跨に債権の弁済期が到来したとしても，従来の裁

判例からすれば法律上当然に遅延利息が発生する

ことにはならないから，金融機関に不当な不利益

を負わせることには必ずしもならない。ところが，

債権の帰属先を調査している間に債権者と称する

者が複数となったときは，その瞬間に債権者の競

合による「債権者不確知jの状態が生じ，その時

点から遅延損害金が発生するため，金融機関とし

ては継続中の調査の進捗状況にかかわらず，直ち

に弁済供託をしなければ履行遅滞の責を免れない

ことになる。

このように，弁済供託の要件を現行条文に忠実

に解釈することは，金融機関に対して，状況によ

り実務上の対応をめまぐるしく変化させることを

要求する部分がある。したがって，本判決の結論

の妥当性についても，金融機関の行うべき調査の

範囲や程度，さらには途中まで調査をしたことに

よる金融機関の免責の是否を問題とする余地は，

全くないわけではないように思われる。又，冒頭

に述べたとおり，本件における問題点、は，法定利

率による遅延損害金の支払の負担が実質的にどの

程度の重さを持っているかに応じて，実務上の重

要性が栢当程度変化する部分がある。したがって，

そもそも，市中金利が相当大きな幅で変動してい

る状況の下で法定利率を法律で固定させておくこ

と自体につき，それが金融政策として望ましいか，

という立法論も，今後さらに活発になされる可能

性があるであろう。

*本判決については，影濡軍人・判タ 1036号 68頁，

吉原省三・判夕刊65号 66頁，及び，塩崎勤・金法

1602号 19頁がある。

(ほしの・ゆたか)

293頁)，供託をなすべき具体的な時期についてはほ

とんど議論がない(甲斐・前掲饗 297頁)。これは，

債権者が不確知であることが判明した時点で供託

の要件が充たされる以上，償権者の協力なくして

償務者は債務を消滅させることが可能となるわけ

であるから(我妻栄・債権総論(民法講義IV) (新訂

版)307頁)，そのことの反対解釈として，供託をし

ない限り債権は消滅せず，したがって弁済期後に

遅延利息が発生することは当然であると考えられ

ていたためと思われる O もっとも，最近の実務に

おいては，前述した市中金利と法定利率との関係

が変化していることを承けて，預金証書のない払

戻請求は取立行為に該当しないから，銀行が預金

者であることを確認するまでの間預金の払戻を留

保することは僕務不履行に該当しない，との見解

も提唱されるようになっている(秦光昭「預金の払

戻遅延と民法 419条j銀行法務 21568号 10頁)

園 以上の裁判例や学説を念頭に置いたうえで，

本判決の論理構造の特徴と結論の妥当性とについ

て考えてみる。

本判決は，まず，本件の事情の下でZらがYに

預金の払戻をした持，既に Xから預金の帰属をめ

ぐって訴訟を提起されていたのであるから， Yが

過失なくして債権者を確知することができなかっ

たとしても，その時点で既に弁済供託ができたは

ずである，とする。そして， Yが直ちに弁済供託

をすることなく，ただ Zらの払戻請求を拒絶して

いたのであれば， Yは履行遅滞の責めを免れず，

払戻諮求を受けた自の翌日から弁済供託をした臼

までの期間，遅延損害金の支払義務が発生する，

と結論する。このように，本判決は， Xによる本

件各貯金債権の払戻請求と Zらによる払戻請求と

が競合したことにより「僕権者不確知Jの状態が

生じ，その時点で「弁済供託ができたはずであるj

とするのであるから，従来の裁判例における前述

の判断基準，すなわち，僚権者と称する者が単独

である問は弁済供託は有効でなく債権者確知のた

めの調査を行うべきであり，債権者と称する者が

援数競合した時点で債権者確知のための調査を打

ち切って弁済供託をすべきである，との考え方を，

ほぽそのまま採用しているものと思われる。

本判決の採る考え方が，民法 419条及び 494条

の文言と整合していることは明らかである。文，

法定利率のあり方について現行法と異なる考え方

を採用することや，民法 404条の適用を状況によ

り排除することは，解釈論の域を明らかに超える

ものであり，かえって法的安定性を害する恐れが

ある(影浦直人・後掲〔本件判批J)。さらに言うな

ら，金銭の財産としての性格上，金銭を現実に保
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